
 令和７年３月 7 日 

金沢市陸上競技協会 審判員 各位 

                                  金沢市陸上競技協会  
会長 小阪 栄進（公印省略） 
 

公認審判員登録・個人票等の提出と会費等の納入について 

〜総会報告（役員改選・会費改定など）～ 

 

標記の件について、先にご案内差し上げましたが、3 月 1 日に開催された総会（一部書面議決）において、 

役員改選と会費の改定が承認されましたので、それを踏まえて、改めてご案内いたします。 

 提出物や会費等の納入について、お願い申し上げます。 

 ※既に提出済み・納入済みの方にも総会報告を兼ねて今回送付しております。（競技日程案も送付します） 

 ※既に納入済みの方で、納入額に変更があり、差額が生じた場合は個別に対応（返金等）いたします。 

 

１．2025 年度の審判登録の有無について・・締切り：3 月 10 日（月） → 3 月 17 日（月） 

  2 月にお送りしたハガキにより返信ください。締切時点で未定の方も必ずハガキを返信ください。 
 
２．２０２５年度公認審判員登録個人票（様式 2）・・締切り：3 月 10 日（月） → 3 月 17 日（月） 

  登録未定の方も含めて登録の可能性のある方は全員提出ください 
   ※希望の審判種目は１に従来又は経験したい種別（決勝・計時に偏らないように）、2 に応援可能な種別を選択してください 

※金沢市陸協ＨＰにも様式を掲載します。 

※前回データの年度を変えてお使いいただいても結構です。 

〔提出先〕直接手渡しの場合・・・松本、池岸、福井、前田、安藤、小竹、野村 
メール・郵送の場合・・前田正俊 〒921-8063 金沢市八日市出町１３８ 

メール totoro_may_202514@yahoo.co.jp  ℡090-1391-0198 
 
３．2025 石川陸上競技協会 主催・共催・主管大会審判出席予定一覧表 （様式６） 

・・・締切り：3 月 10 日（月） → 3 月 17 日（月） 

 
４．審判登録料・市陸協会費の納付・・締切り：3 月 10 日（月） → 3 月 17 日（月） 

審判登録料・会費の納付がない方は審判登録の手続きができません。 
〔納付方法〕①手渡し方法・・提出先は、上記の「２．個人票の直接手渡し」 と同様です 

 ②振込・・・・・北國銀行 金沢市役所支店 普通 口座番号 41629 金沢市陸上競技協会 

※振込にかかる手数料は協会負担。手数料を差し引いて振込みください 

※手数料は,窓口/ATM, 平日/土日,時間帯等によって異なる場合がありますので、ご自身で 

事前に確認の上、振込金額にお間違いのないようにご注意ください。 

※土日 ATM・ネットバンキングの利用もご検討いただき、必ず期限内に納付をお願いします。 

〔改定後の納付額〕 
・審判登録料  S 級 ６，５００円、A 級 ４，５００円、B 級 ３，５００円（ご自身で級を確認の上、金額記入） 

※審判登録料は県陸協へ全額納付しております。      貴方の登録料      円(a) 

・市陸協会費   会長 40,000 円、副会長 15,000 円、理事長 8,000 円、副理事長 4,000 円 

                常任参与・専門委員長・会計・事務局長・監査 2,000 円、それ以外の一般会員 1,000 円 

         ※総会で承認された「2025 年度金沢市陸上競技協会役員名簿」を添付しますので確認ください。 

※会費により市陸協を運営しております。               貴方の協会費      円(b) 
（a）＋（b） = 納付額合計       円 ※振込の場合は手数料を差し引いてください 

              ※ご自身の納付額合計を確認し、お間違いのないよう納付をお願いします。 
 
                                          （次ページへ） 



 

総会報告（主な承認事項） 
 

１．２０２５年度役員（別紙：役員名簿参照） 

【主なポイント】 

・昨年は震災の影響で役員改選を行わず、任期を１年延長したため、今回役員改選を行う。 

・全体的に若返りを図り、会長、副会長、理事長、副理事長を新任とした。 

・会長と理事長のサポート体制を強化するため、副会長、副理事長を増やすとともに、 

 理事長が兼ねていた事務局長を別途選任することとした。 

・５つあった専門委員会について、関連のある委員会同士を統合し、３つにまとめた。 

 普及委員会と強化委員会を統合 → 普及協会委員会 

 審判委員会と競技委員会を統合 → 審判競技委員会 

 総務委員会は変更なし 

 

２．会費の改正（規約第１８条抜粋） 

 【主なポイント】 

・役員の成り手確保等のため、負担を軽減 

・ただし、役員会費収入が減ることにより、協会会計に影響が出ないように配慮 

・副会長、副理事長の人数が増えたため、会費総額は維持できると見込み、以下のとおり会費を減額 

・金額は、会費総額の維持を踏まえて設定 

     顧 問                １０，０００ 円 

       相談役                 ５，０００ 円 
       常任参与・参与             ２，０００ 円 
       会 長                ４０，０００ 円 ５０，０００ 円 
       副会長                １５，０００ 円 ２５，０００ 円 
       理事長                 ８，０００ 円 １０，０００ 円 
       副理事長                ４，０００ 円  ５，０００ 円 
       理事、専門委員長、会計、事務局長、監査 ２，０００ 円 
       一般会員                １，０００ 円 
 

３．競技日程（別紙：競技日程案参照） 

【主なポイント】 

・引き続き、各種大会に審判協力をお願いする 

・市営陸上競技場が 100 周年を迎え、大規模改修が６月下旬から予定されているため、 

6 月 14、15 日の市民スポーツ大会後は、使用不可の予定 

  ・改修工事終了後に、100 周年記念イベントを開催予定 


